
 

令和６年３月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   令和６年２月２０日 

２ 招 集 日   令和６年２月２７日 

３ 提出議案件数  ３８件 

予 算 １９件 

条 例 １６件 

その他  ３件 

４ 議案等件名 

議案第 ２ 号 令和５年度西条市一般会計補正予算（第１１回） 

について 

議案第 ３ 号 令和５年度西条市港湾上屋事業特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第 ４ 号 令和５年度西条市庄内財産区特別会計補正予算 

（第１回）について 

議案第 ５ 号 令和５年度西条市壬生川財産区特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第 ６ 号 令和５年度西条市後期高齢者医療保険特別会計 

補正予算（第２回）について 

議案第 ７ 号 令和５年度西条市病院事業会計補正予算（第１ 

号）について 

議案第 ８ 号 令和６年度西条市一般会計予算について 

議案第 ９ 号 令和６年度西条市国民健康保険特別会計予算に 

ついて 

議案第１０号 令和６年度西条市介護保険特別会計予算につい 

て 

議案第１１号 令和６年度西条市ひうち地域振興整備事業特別 

会計予算について 

議案第１２号 令和６年度西条市小松地域交流事業特別会計予 

算について 

議案第１３号 令和６年度西条市本谷温泉事業特別会計予算に 

ついて 

議案第１４号 令和６年度西条市畑地かん水事業特別会計予算 

について 

議案第１５号 令和６年度西条市庄内財産区特別会計予算につ 

いて 

別 

冊 



 

議案第１６号 令和６年度西条市壬生川財産区特別会計予算に 

ついて 

議案第１７号 令和６年度西条市後期高齢者医療保険特別会計 

予算について 

議案第１８号 令和６年度西条市水道事業会計予算について 

議案第１９号 令和６年度西条市病院事業会計予算について 

議案第２０号 令和６年度西条市公共下水道事業会計予算につ 

いて 

議案第２１号 西条市指定金融機関の指定について ・・・・・・・  １ 

議案第２２号 土地改良事業の施行について ・・・・・・・・・・  ２ 

議案第２３号 市道路線の変更について ・・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第２４号 西条市学校適正規模・適正配置等審議会条例に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

議案第２５号 西条市行政手続における特定の個人を識別する 

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人 

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条 

例の一部を改正する条例について ・・・・・・・・  ５ 

議案第２６号 西条市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に 

関する条例等の一部を改正する条例について ・・・  ６ 

議案第２７号 西条市手数料条例の一部を改正する条例につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

議案第２８号 西条市介護保険条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

議案第２９号 西条市指定地域密着型サービスの事業の人員、 

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一 

部を改正する条例について ・・・・・・・・・・・  ９ 

議案第３０号 西条市指定地域密着型介護予防サービスの事業 

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介 

護予防サービスに係る介護予防のための効果的 

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一 

部を改正する条例について ・・・・・・・・・・・ １１ 

議案第３１号 西条市指定介護予防支援等の事業の人員及び運 

営等の基準等を定める条例の一部を改正する条 

例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

議案第３２号 西条市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運 

営に関する基準等を定める条例の一部を改正す 

別 

冊 



 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

議案第３３号 西条市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

議案第３４号 西条市漁港管理条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

議案第３５号 西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正 

する条例について ・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

議案第３６号 西条市水道事業の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・・ １８ 

議案第３７号 西条市病院事業の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・・ １９ 

議案第３８号 西条市公共下水道事業の設置等に関する条例の 

一部を改正する条例について ・・・・・・・・・・ ２０ 

議案第３９号 西条市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 
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議案第２１号  西条市指定金融機関の指定について 

（会 計 課） 

 

１ 提出の理由 

本市の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる指定金融機関について、

３年間の期間を付して指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３５条第２項及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８

条第２項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

次のとおり西条市指定金融機関を指定しようとするものである。 

(1) 指定する金融機関 

株式会社愛媛銀行 

(2) 指定の期間 

令和６年１０月１日から令和９年９月３０日までの３年間 
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議案第２２号  土地改良事業の施行について 

（農業基盤整備課） 

 

１ 提出の理由 

  庄内五ヶ谷池下地区における区画整理を、農地耕作条件改善事業にて実施

するに当たり、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第２項

の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 地区名 

庄内五ヶ谷池下地区 

(2) 工種 

   区画整理工 

(3) 事業費 

５７，０００，０００円 

(4) 受益面積 

１．３ヘクタール 

(5) 受益者数 

５戸 

(6) 整備内容 

区画整理 １．５ヘクタール 

(7) 事業期間 

  令和６年度から令和８年度まで 
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議案第２３号  市道路線の変更について 

（建設道路課） 

 

１ 提出の理由 

国営緊急農地再編整備事業「道前平野地区」による市道の付け替えに伴い、

市道久妙寺北市線の路線を変更しようとするものである。 

 

２ 変更路線概要 

(1) 整理番号   ＴＡ３０５６ 

 (2) 名  称   久妙寺北市線 

 (3) 延  長   （旧）３３０．７ｍ 

（新）３１２．１ｍ 

 (4) 幅  員   （旧）２．１ｍ～３．４ｍ 

（新）３．０ｍ～６．１ｍ 
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議案第２４号  西条市学校適正規模・適正配置等審議会条例について 

（学校教育課） 

 

１ 提出の理由 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１３８条の４第３項の規定に基づ

き、西条市立小学校及び西条市立中学校（以下「市立学校」という。）の適正

規模・適正配置等に関する事項を調査し、及び審議することを目的として、西

条市学校適正規模・適正配置等審議会（以下「審議会」という。）を設置する

ため、所要の条例を制定しようとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 所掌事務（第２条関係） 

審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立学校の適正規模及び適正配置等

に関する事項について調査し、及び審議する。 

(2) 組織（第３条関係） 

ア 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

イ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(ｱ) 学識経験を有する者 

(ｲ) 自治会の代表者 

(ｳ) 学校教育の関係者 

(ｴ) 市立学校の児童又は生徒の保護者 

(ｵ) (ｱ)から(ｴ)までに掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

(3) 任期（第４条関係） 

委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了した日までとする。 

(4) 会長（第５条関係） 

審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

(5) 会議（第６条関係） 

ア 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

イ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第２５号  西条市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例について 

（総務課） 

 

１ 提出の理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の一部が施行されることに

伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

条例において引用している行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の用語について、整備

する。 

 

３ 施行期日 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律の施行の日又は条例の公布の日のいずれか遅い日 
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議案第２６号  西条市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例等の一部を改正する条例について 

（職員厚生課） 

 

１ 提出の理由 

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）が施行されるこ

とに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 会計年度任用職員に対して支給する手当に勤勉手当を追加し、支給月数

を１．０２５月（年間２．０５月）とする。 

(2) 会計年度任用職員の期末手当について現行１．０月（年間２．０月）から

１．２２５月（年間２．４５月）に改める。 

(3) 育児休業をしている職員のうち勤勉手当を支給する職員に関する規定に

ついて、会計年度任用職員を除く規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第２７号  西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

（消防本部予防課） 

 

１ 提出の理由 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令（令和５

年政令第３４７号）の一部が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おう

とするものである。 

 

２ 概要 

特定屋外タンク貯蔵所の設置許可に係る手数料の額を引き上げる。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第２８号  西条市介護保険条例の一部を改正する条例について 

（長寿介護課） 

 

１ 提出の理由 

第９期介護保険事業計画期間における介護保険料の改定に伴い、所要の条

例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

令和６年度から令和８年度までの各年度の介護保険料について、現行の基

準額７３，６００円を据え置き、各所得段階の金額を次のとおりとする。 

第４条第１項 

・第１号に掲げる者（基準額の５４．５％軽減）  ３３，５００円 

・第２号に掲げる者（基準額の３１．５％軽減）  ５０，４００円 

・第３号に掲げる者（基準額の３１％軽減）    ５０，８００円 

・第４号に掲げる者（基準額の１０％軽減）    ６６，２００円 

・第５号に掲げる者（基準額）          ７３，６００円 

・第６号に掲げる者（基準額の２０％割増）    ８８，３００円 

・第７号に掲げる者（基準額の３０％割増）    ９５，７００円 

・第８号に掲げる者（基準額の５０％割増）   １１０，４００円 

・第９号に掲げる者（基準額の７０％割増）   １２５，１００円 

・第１０号に掲げる者（基準額の９０％割増）  １３９，８００円 

・第１１号に掲げる者（基準額の１１０％割増） １５４，６００円 

・第１２号に掲げる者（基準額の１３０％割増） １６９，３００円 

・第１３号に掲げる者（基準額の１４０％割増） １７６，６００円 

 

ただし、低所得高齢者の保険料軽減強化により、第１号から第３号までの保

険料については、上記にかかわらず次のとおりとする。 

・第１号に掲げる者（基準額の７１．５％軽減）  ２１，０００円 

・第２号に掲げる者（基準額の５１．５％軽減）  ３５，７００円 

・第３号に掲げる者（基準額の３１．５％軽減）  ５０，４００円 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第２９号  西条市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例について 

（長寿介護課） 

 

１ 提出の理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（令和６年厚生労働省令第１６号）が施行されることに伴い、所

要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事

業所に限定しないこと及び他事業所のサービス類型を限定しないことにつ

いて定める。 

(2) 身体的拘束等の適正化を推進する観点から、多機能系サービスについて、

委員会の設置、指針の整備、研修の実施を義務付けるとともに、訪問系サー

ビス、通所系サービスについて、利用者の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けることにつ

いて定める。 

(3) 事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事

項について、書面掲示に加え、ウェブサイトへの掲載を義務付けることにつ

いて定める。 

(4) 介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、利用者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会の設置を義務付けることについて定める。 

(5) 協力医療機関との連携により、入所者の病状急変時に医師又は看護職員

が相談及び診療を行う体制を常時確保することについて定める。 

(6) 特定の感染症外来患者受入れ医療機関（第二種協定指定医療機関）との間

で、新興感染症の発生時等の対応をあらかじめ取り決めることについて定

める。 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和６年４月１日 

(2) 経過措置 

身体的拘束等の適正化、重要事項のウェブサイトへの掲載、利用者の安全
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等に資する方策を検討するための委員会の設置及び協力医療機関との連携

に係る規定について、それぞれ所要の経過措置を講ずる。 
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議案第３０号  西条市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

（長寿介護課） 

 

１ 提出の理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（令和６年厚生労働省令第１６号）が施行されることに伴い、所

要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事

業所に限定しないこと及び他事業所のサービス類型を限定しないことにつ

いて定める。 

(2) 身体的拘束等の適正化を推進する観点から、多機能系サービスについて、

委員会の設置、指針の整備、研修の実施を義務付けるとともに、訪問系サー

ビス、通所系サービスについて、利用者の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けることにつ

いて定める 

(3) 事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事

項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、書面掲示に加

え、ウェブサイトへの掲載を義務付けることについて定める。 

(4) 介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、利用者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会の設置を義務付けることについて定める。 

(5) 協力医療機関との連携により、入所者の病状急変時に医師又は看護職員

が相談及び診療を行う体制を常時確保することについて定める。 

(6) 特定の感染症外来患者受入れ医療機関（第二種協定指定医療機関）との間

で、新興感染症の発生時等の対応をあらかじめ取り決めることについて定

める。 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和６年４月１日 

(2) 経過措置 
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身体的拘束等の適正化、重要事項のウェブサイトへの掲載及び利用者の

安全等に資する方策を検討するための委員会の設置に係る規定について、

それぞれ所要の経過措置を講ずる。 
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議案第３１号  西条市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の

基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

（長寿介護課） 

 

１ 提出の理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（令和６年厚生労働省令第１６号）が施行されることに伴い、所

要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の

人員に関する基準について定める。 

(2) 管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事

業所に限定しないことについて定める。 

(3) 事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事

項について、書面掲示に加え、ウェブサイトへの掲載を義務付けることにつ

いて定める。 

(4) 身体的拘束等の適正化を推進する観点から、利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合の記録を義務

付けることについて定める。 

(5) 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケア

マネジメントの質の向上の観点から、一定の要件を設けた上で、利用者の居

宅を訪問し利用者に面接することに代えて、テレビ電話装置等を活用した

モニタリングを行うことを可能とすることについて定める。 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和６年４月１日 

(2) 経過措置 

重要事項のウェブサイトへの掲載に係る規定について、所要の経過措置

を講ずる。 
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議案第３２号  西条市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

（長寿介護課） 

 

１ 提出の理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（令和６年厚生労働省令第１６号）が施行されることに伴い、所

要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 人員基準の算定基礎となる利用者の人数について、要介護者の数のみで

算定していたものを、介護報酬における算定要件と同様に、要支援者の数に

３分の１を乗じた数を加えた数により算定することについて定める。 

(2) 管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事

業所に限定しないことについて定める。 

(3) 事業者の負担軽減を図るため、居宅サービス計画における各サービスの

利用割合及び同一事業所によって提供されたサービスの割合に係る説明義

務について努力義務とすることについて定める。 

(4) 身体的拘束等の適正化を推進する観点から、利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合の記録を義務

付けることについて定める。 

(5) 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケア

マネジメントの質の向上の観点から、一定の要件を設けた上で、利用者の居

宅を訪問し利用者に面接することに代えて、テレビ電話装置等を活用した

モニタリングを行うことを可能とすることについて定める。 

(6) 事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事

項について、書面掲示に加え、ウェブサイトへの掲載を義務付けることにつ

いて定める。 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和６年４月１日 

(2) 経過措置 

重要事項のウェブサイトへの掲載に係る規定について、所要の経過措置

を講ずる。  
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議案第３３号  西条市企業立地促進条例の一部を改正する条例につい

て 

（産業振興課） 

 

１ 提出の理由 

昨今の深刻な人材不足、資材価格高騰等の状況にあって、苦境を打破すべく

事業所の新設、増設等に積極的に取り組む企業に対する奨励措置を拡大する

ため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

企業立地促進奨励金、用地取得奨励金、雇用促進奨励金及び工業用水利用促

進奨励金に係る企業の指定要件のうち、新規雇用従業員数に係る指定要件を

廃止する。 

また、今回の条例改正と合わせて西条市企業立地促進条例施行規則（平成１

７年西条市規則第７号）の改正を行い、奨励措置の対象産業に、新たに建設業

を加えることを予定している。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第３４号  西条市漁港管理条例の一部を改正する条例について 

（農水振興課） 

 

１ 提出の理由 

漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律（令和５年法

律第３４号）が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするもので

ある。 

 

２ 概要 

条例において引用している法律の名称を整備するほか、土砂採取料等の徴

収に関する規定に、新たに創設される漁港施設等活用事業に係るものを追加

する。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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議案第３５号  西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条

例について 

（施設管理課） 

１ 提出の理由 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正す

る法律（令和５年法律第３０号）の一部が施行されることに伴い、所要の条例

改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

条例において引用している配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律（平成１３年法律第３１号）の保護命令に関する規定について整備

するほか、例外的に単身で入居できる者について、生活の本拠を共にする交際

関係にある者からの暴力を理由とした一時保護等から５年を経過していない

者を加える。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第３６号  西条市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

（水道業務課） 

１ 提出の理由 

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）が施行されるこ

とに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

条例において引用している地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定に

ついて、整備する。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第３７号  西条市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

（健康医療推進課） 

１ 提出の理由 

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）が施行されるこ

とに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

条例において引用している地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定に

ついて、整備する。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

  



20 

議案第３８号  西条市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例について 

（下水道業務課） 

１ 提出の理由 

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）が施行されるこ

とに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

条例において引用している地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定に

ついて、整備する。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第３９号  西条市水道事業給水条例の一部を改正する条例につい

て 

（水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令

和５年法律第３６号）が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとす

るものである。 

 

２ 概要 

条例に関係する水道法（昭和３２年法律第１７７号）等による権限が厚生労

働大臣から国土交通大臣に移管されるため、条例中の厚生労働省令を国土交

通省令に改める。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 


